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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

　

回次

第36期

第２四半期

連結累計期間

第37期

第２四半期

連結累計期間

第36期

第２四半期

連結会計期間

第37期

第２四半期

連結会計期間

第36期

会計期間
自　平成20年４月１日

至　平成20年９月30日

自　平成21年４月１日

至　平成21年９月30日

自　平成20年７月１日

至　平成20年９月30日

自　平成21年７月１日

至　平成21年９月30日

自　平成20年４月１日

至　平成21年３月31日

売上高 （千円） 18,085,54118,189,4439,307,3449,426,32336,678,860

経常利益 （千円） 978,899727,315569,209507,3611,866,384

四半期（当期）純利益 （千円） 491,238354,510279,673233,357873,559

純資産額 （千円） － － 13,134,58713,472,77513,363,496

総資産額 （千円） － － 20,669,70021,888,90621,739,040

１株当たり純資産額 （円） － － 681.44 714.32 708.47

１株当たり四半期（当
期）純利益金額

（円） 25.38 18.87 14.50 12.42 45.56

潜在株式調整後１株当た
り四半期（当期）純利益
金額

（円） － － － － －

自己資本比率 （％） － － 63.3 61.3 61.2

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

（千円） 394,0541,491,946 － － 873,104

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

（千円） △362,250△216,600 － － △645,637

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

（千円） △326,583△407,100 － － △712,084

現金及び現金同等物の四
半期末（期末）残高

（千円） － － 865,5581,543,965675,720

従業員数 （名） － － 307 332 320

(注) １　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標の推移については記載してお

りません。

２　第36期及び第37期第２四半期連結累計（会計）期間の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額

については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。

３　売上高には、消費税等は含まれておりません。
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２ 【事業の内容】

当第２四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営んでいる事業の内

容に重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。

　

３ 【関係会社の状況】

当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。
　

４ 【従業員の状況】

(1)　連結会社の状況

平成21年９月30日現在

従業員数(名) 332 （1,516）

(注) 　従業員数は就業人員数であり、臨時雇用者数は当第２四半期連結会計期間の平均人員数（１日８時間換算）を

（　）外数で記載しております。

　

(2)　提出会社の状況

平成21年９月30日現在

従業員数(名) 329 （1,508）

(注) 　従業員数は就業人員数であり、臨時雇用者数は当第２四半期会計期間の平均人員数（１日８時間換算）を（　）

外数で記載しております。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1)　販売方法

当社は直営店舗において一般消費者に直接販売しており、子会社においては主に卸売販売及び直営店

舗での小売販売を行なっております。

　

(2)　品種別販売実績

事業・商品別 　売上高(千円) 前年同四半期比(％)

小売販売

ハンドバッグ 1,347,888 107.7

カジュアルバッグ 1,398,764 82.0

インポートバッグ 823,362 165.3

財布・雑貨 2,354,073 95.5

その他 3,454,371 103.9

小計 9,378,459 101.4

卸売販売 33,292 87.4

不動産賃貸収入 14,571 61.3

合計 9,426,323 101.3

(注) １　小売販売「その他」には、レザーウェア・毛皮、メンズバッグ等が含まれております。

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(3)　県別売上高

県別 　売上高(千円) 前年同四半期比(％)

　北海道・東北地区 　 　

　　北海道 267,187 103.2

　　青森県 93,416 104.6

　　岩手県 62,991 79.9

　　宮城県 179,618 93.9

　　福島県 33,900 87.8

北海道・東北地区計 637,114 97.0

　関東地区 　 　

　　茨城県 297,996 93.2

　　栃木県 122,708 92.2

　　群馬県 61,131 162.7

　　埼玉県 584,703 109.3

　　千葉県 492,581 87.3

　　東京都 1,212,525 103.3

　　神奈川県 656,898 99.6

関東地区計 3,428,546 100.1
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県別 　売上高(千円) 前年同四半期比(％)

　中部地区 　 　

　　山梨県 79,836 151.5

　　長野県 163,095 93.5

　　新潟県 153,294 94.7

　　富山県 16,134 87.8

　　岐阜県 142,923 103.7

　　静岡県 241,737 147.3

　　愛知県 402,819 117.6

中部地区計 1,199,843 114.1

　近畿地区 　 　

　　三重県 21,292 91.3

　　滋賀県 65,434 130.5

　　京都府 130,250 93.5

　　大阪府 652,359 118.6

　　兵庫県 322,297 90.6

　　奈良県 50,279 116.7

　　和歌山県 59,019 132.8

近畿地区計 1,300,933 107.9

　中国・四国地区 　 　

　　鳥取県 66,252 144.4

　　島根県 79,202 87.9

　　岡山県 169,910 90.4

　　広島県 322,528 98.4

　　山口県 173,552 98.8

　　徳島県 44,040 84.8

　　香川県 118,600 114.2

　　愛媛県 108,787 96.1

中国・四国地区計 1,082,875 98.8

　九州地区 　 　

　　福岡県 682,236 90.1

　　佐賀県 107,056 87.6

　　長崎県 127,466 106.4

　　熊本県 298,456 96.0

　　大分県 134,082 96.1

　　宮崎県 119,258 110.8

　　鹿児島県 166,087 98.3

　　沖縄県 142,366 97.7

九州地区計 1,777,009 94.9

合計 9,426,323 101.3

(注) １　東京都の売上高には、卸売販売33,292千円及び不動産賃貸収入14,571千円を含めて表示しております。

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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(4)　単位当たりの売上高

項目

当第２四半期連結会計期間

自　平成21年７月１日

至　平成21年９月30日

売上高 9,378,459千円

売場面積（平均） 52,499.3㎡

１㎡当たり売上高 178千円

従業員数（平均） 1,843人

一人当たり売上高 5,088千円

(注) １　売場面積は「大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律」に基づくものであり、営業月数

を基礎として算出しております。

２　従業員数は、パートタイマーを含めて表示しており、期中平均（一人当たり１日８時間換算）にて算出してお

ります。

３　売上高は、小売販売部門の売上高であります。

　

(5)　仕入実績

事業・商品別 　仕入高(千円) 前年同四半期比(％)

小売販売

ハンドバッグ 635,235 96.2

カジュアルバッグ 642,999 83.9

インポートバッグ 411,057 143.6

財布・雑貨 1,140,792 91.6

その他 1,732,425 99.8

小計 4,562,510 97.2

卸売販売 20,712 118.9

合計 4,583,222 97.3

(注) １　小売販売「その他」には、レザーウェア・毛皮、メンズバッグ等が含まれております。

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２ 【事業等のリスク】

当第２四半期連結会計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動等

又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。

　

３ 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　

(1)　経営成績の分析

当第２四半期連結会計期間におけるわが国の経済は、世界的な景気後退の中で、企業収益が低迷し、雇
用情勢や所得環境も悪化するなど、依然として厳しい状況で推移いたしました。
流通業界におきましても、消費者の生活防衛意識の高まりによる低価格志向や目的買いが顕著となり、
非常に厳しい状況が続きました。
このような状況下で、当社グループは、小売部門につきましては、4店舗の新規出店を行なうとともに、
不採算店等8店舗の退店を行ない、当第2四半期連結会計期間末の店舗数は505店舗となり、前年同期間末
比23店舗増となりました。しかしながら、個人消費不振に加えて冷夏・長雨の影響を受け、既存店売上高
は前年同期比93.0%と振るわず、売上高は前年同期間をわずかに上回るに止まりました。品種別では、イン
ポートバッグが低価格帯のブランドを中心に売上を大きく伸長しました。また、ハンドバッグも低価格帯
の商品の品揃えの拡大により売上を伸長しました。一方、カジュアルバッグは売上の大幅な低下が続きま
した。卸売部門につきましては、取引先の減少等により売上高が減少しました。さらに、既存店の売上高減
少が大きかったため、販売費及び一般管理費率が上昇し、営業利益、経常利益がそれぞれ減少しました。
これらの結果、当第２四半期連結会計期間の売上高は9,426百万円（前年同四半期比1.3％増）、営業利
益は512百万円（前年同四半期比11.0％減）、経常利益は507百万円（前年同四半期比10.9％減）、四半期
純利益は233百万円（前年同四半期比16.6％減）となりました。
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(2)　財政状態の分析

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、売上債権や商品及び製品等の減少があったものの、現金及び
預金の増加等により、前連結会計年度末に比べて149百万円の増加の21,888百万円となりました。
負債につきましては、未払法人税等の減少等があったものの、リース債務の増加等により、前連結会計
年度末に比べて40百万円増加の8,416百万円となりました。
また、純資産につきましては、利益剰余金の増加等により、前連結会計年度末に比べて109百万円の増加
の13,472百万円となりました。

　

(3)　キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、当第１四半
期連結会計期間末と比べて803百万円増加の、1,543百万円（尚、前連結会計年度末と比べては、868百万円
の増加）となりました。
当四半期連結会計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第２四半期連結会計期間における営業活動による資金は、税金等調整前四半期純利益の計上やたな
卸資産の減少等により、トータルでは1,522百万円の増加となりました（尚、当第２四半期連結累計期間
では1,491百万円の増加）。また、前年同四半期連結会計期間と比べては、主としてたな卸資産の減少や仕
入債務の増加等により621百万円の資金の増加となっております。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第２四半期連結会計期間における投資活動による資金は、新規出店及び改装に伴う設備投資等によ
り、79百万円の減少となりました（尚、当第２四半期連結累計期間では、216百万円の減少）。また、前年同
四半期連結会計期間と比べては、51百万円の増加となっております。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当第２四半期連結会計期間における財務活動による資金は、主として社債の償還等により、トータルで
は639百万円の減少となりました（尚、当第２四半期連結累計期間では、407百万円の減少）。また、前年同
四半期連結会計期間は、主として短期借入金の減少等により476百万円の資金の減少でありましたので、
これと比べると162百万円の減少となっております。

　

(4)　事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結会計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変
更及び新たに生じた課題はありません。
　

(5)　研究開発活動

該当事項はありません。

(6)　経営者の問題意識と今後の方針について

平成21年10月26日及び平成21年11月13日に公表いたしましたとおり、当社元社員が平成15年9月から平
成21年8月にかけて、当社の銀行預金口座および子会社の銀行預金口座を通じて、総額約109百万円を着服
したことが判明いたしました。元社員は、発覚を隠蔽するため、当社および子会社の会計伝票を改竄し、架
空の経費等の計上を行ない、銀行預金残高と会計帳簿との辻褄合わせをしておりました。
　当社の経理規程は経理課と財務課の業務分掌を定めており、それぞれ規程に則り運用しておりますが、
当社が業務委託を受けている子会社の経理業務、出納業務については、規模が小さく、煩雑でもないこと
から元社員に全てを任せておりました。具体的には、「預金の帳簿管理」と「通帳・キャッシュカード等
の管理」を元社員一人に任せていたため、第三者のチェックが働かず、また、隠蔽工作が行われていたこ
ともあって、誠に遺憾ながら不正を発見することができませんでした。
　また、当社の銀行振込の一部について、過去にはファームバンキングを利用しておりましたが、これが
チェックシステムの働かない形での運用となっていたことが、結果として不正を許してしまった要因で
あったと深く反省しております。なお、平成19年2月より、この銀行振込については、チェックシステムを
備えたインターネットバンキングに変更しておりますので、セキュリティ上の問題は存在していないも
のと認識しております。
　現在、社内の不正調査委員会において、一連の不正行為の内容の調査、財務諸表に及ぼす影響の調査、今
後の再発防止策の検討等を行なっており、調査が終了し次第、公表する予定であります。
　当社は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用の重要性は十分に認識しております。子会社の経理業
務については、不正発覚直後に「預金の帳簿管理」と「通帳・キャッシュカード等の管理」の担当者を
分けて相互チェックが働く形に改めておりますが、今後は、関連業務の見直し、内部監査機能の充実、コン
プライアンス意識の徹底等を図り、内部統制システムの適切な整備、運用に努めていく所存であります。
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第３ 【設備の状況】

(1)　主要な設備の状況

当第２四半期連結会計期間中の設備の主な増加は次のとおりであります。

会社名 事業所名 所在地
設備の

内容

帳簿価額（千円） 従業

員数

（人）

建物及び構

築物

敷金・

保証金

リース

資産
器具備品 合計

　 　 　
　

　 　 　 　 　 　

㈱東京デリカ トランジットラウン
ジ土浦駅店

茨城県
土浦市

店舗新設

（賃借店）
3,029 6,918 2,315 ― 12,262 ―

〃 グランサックス
プレミアム
五所川原店

青森県
五所川原市

〃 500 ― ― ― 500 ―

〃 サックスバー
新三郷ららぽーと店

埼玉県
三郷市

〃 1,170 21,981 ― 126 23,278 2

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(2)　設備の新設、除却等の計画

① 重要な設備の新設等
１　第１四半期連結会計期間末において実施中または計画中であった設備の新設等のうち当第２四半

期連結会計期間中に完成したものは「主要な設備の状況」の項に記載しております。
２　当第２四半期連結会計期間において新たに確定した重要な設備の新設の計画は次のとおりであり

ます。
　

会社名 事業所名

設備内容

必要性
予算金額

（千円）

既支払額

（千円）

今後の

所要資金

（千円）

資金調達

方法

着工

（予定）

年月

完成

（予定）

年月区分 住所
売場面積

（㎡）

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

㈱東京デリカ アマトーネ
アクセソリーオ
甲府駅店

店舗新設

（賃借店）
山梨県
甲府市

64.0

販売力の

強化 12,314― 12,314

自己資金

及びリー

ス・割賦

22　2 22　2

〃 サックスバー
豊洲ららぽーと店

〃 東京都
江東区

160.9〃 35,409― 35,409〃 22　3 22　3

〃 アーマ
柏の葉ららぽーと店

〃 千葉県
柏市

99.0〃 14,430― 14,430〃 22　3 22　3

〃 アーマ
東松山ピオニ店

〃 埼玉県
東松山市

106.8〃 12,960― 12,960〃 22　3 22　3

〃 グランサックス
東松山ピオニ店

〃 埼玉県
東松山市

91.9〃 13,560― 13,560〃 22　3 22　3

(注) １　予算金額には、敷金及び保証金を含めております。
　　 ２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　
② 重要な設備の除却等

　該当事項はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

①　【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 31,200,000

計 31,200,000

　

②　【発行済株式】

　

種類

第２四半期会計期間末

現在発行数(株)

(平成21年９月30日)

提出日現在

発行数(株)

(平成21年11月13日)

上場金融商品取引所

名又は登録認可金融

商品取引業協会名

内容

普通株式 19,906,600 19,906,600
東京証券取引所
（市場第二部）

単元株式数は100株で
あります。

計 19,906,600 19,906,600－ －

(注)　「提出日現在発行数」には、平成21年11月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使
により発行された株式数は、含まれておりません。

　

(2) 【新株予約権等の状況】

新株予約権

　会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

平成18年11月20日　取締役会決議

　
第２四半期会計期間末現在

(平成21年９月30日)

新株予約権の数(個) 453

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 453,000（注１）

新株予約権の行使時の払込金額(円) 725（注２）

新株予約権の行使期間
平成20年７月１日から
平成23年６月30日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)

発行価格　　　　　　725

資本組入額　　　　　363

新株予約権の行使の条件 （注３）

新株予約権の譲渡に関する事項 取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

(注) １　新株予約権1個につき目的となる株式数は1,000株であります。
ただし、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式合併を行なう場合は、次の算式により付与
株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率
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２　新株予約権発行後下記の各事由が生じたときは、下記の各算式により調整された行使価額に新株
予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた額とする。なお、調整後の行使価額は、１円未満
の端数を切り上げる。
①　当社が株式分割または株式併合を行なう場合

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
1

分割・合併の比率

②　当社が時価を下回る価額で募集株式を発行（株式の無償割当による株式の発行および自己株
式を交付する場合を含み、新株予約権（新株予約権付社債も含む）の行使による場合および
当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く）する場合
　 　 　 　 既発行

株式数
＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後
行使価額

＝
調整前
行使価額

×
新規発行前の株価

既発行株式数＋新規発行株式数

ただし、算式中の既発行株式数は、上記の株式の発行の効力発生日の前日における当社の発
行済株式数から、当該時点における当社の保有する自己株式の数を控除した数とする。

３　新株予約権行使の条件
①　新株予約権の割当てを受けた者（以下、「新株予約権者」という）は、権利行使時において
も、当社または当社子会社の従業員の地位にあることを要するものとする。
ただし、定年退職、会社都合による退職、業務上の疾病に起因する退職、および転籍その他正
当な理由の存する場合は権利行使をなしうるものとする。

②　新株予約者が死亡した場合、新株予約権の相続は認めないものとする。
③　その他の条件については、取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間で締結する
「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

　

(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日

発行済株式

総数増減数

(千株)

発行済株式

総数残高

(千株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金

増減額

(千円)

資本準備金

残高

(千円)

　平成21年７月１日～

　平成21年９月30日
― 19,906 ― 2,986,400 ― 4,176,790

　

(5) 【大株主の状況】

平成21年９月30日現在

氏名又は名称 住所
保有株券等の数
(千株)

株券等保有割合
(％)

㈱エムケー興産 東京都千代田区三番町9番地6 6,359 31.95

木山茂年 東京都千代田区三番町 970 4.88

木山昭栄 東京都千代田区三番町 953 4.79

東京デリカ従業員持株会 東京都葛飾区新小岩1-48-1 738 3.71

㈱三井住友銀行 東京都千代田区有楽町1-1-2 698 3.51

東京デリカ取引先持株会 東京都葛飾区新小岩1-48-14 658 3.31

日本マスタートラスト信託銀行
㈱

東京都港区浜松町2-11-3 606 3.04

日本トラスティ・サービス信託
銀行㈱

東京都中央区晴海1-8-11 418 2.10

木山剛史 東京都千代田区四番町 367 1.84

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内2-7-1 281 1.41

計 ― 12,051 60.54

　 　 　 　（注）上記所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。

日本マスタートラスト信託銀行株式会社　606千株

日本トラスティ・サービス株式会社　　　418千株

上記のほか、当社所有の自己株式1,119千株（5.62％）があります。
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(6) 【議決権の状況】

①　【発行済株式】

平成21年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 　 － － －

議決権制限株式（自己株式等） 　 － － －

議決権制限株式（その他） 　 － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式） 　

－ －
　普通株式 1,119,400

完全議決権株式（その他） 普通株式 18,786,500187,865 －

単元未満株式 普通株式 700 － －

発行済株式総数 　 19,906,600 － －

総株主の議決権 　 － 187,865 －

(注)　「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が4,000株（議決権
40個）が含まれております。

　

②　【自己株式等】

平成21年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数に
対する所有株式数
割合(％)

（自己保有株式） 　 　 　 　 　

㈱東京デリカ
東京都葛飾区新
小岩1-48-1

1,119,400 － 1,119,400 5.62

計 － 1,119,400 － 1,119,400 5.62

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成21年

４月
５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高(円) 311 309 368 362 365 357

最低(円) 287 295 307 323 333 319

(注)　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１  四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

なお、前第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平成20年９月30日まで）及び前第２四半期連

結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づ

き、当第２四半期連結会計期間（平成21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び当第２四半期連結累

計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて

作成しております。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第２四半期連結会計期間（平成20年７月

１日から平成20年９月30日まで）及び前第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30

日まで）に係る四半期連結財務諸表並びに当第２四半期連結会計期間（平成21年７月１日から平成21年９

月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表について、あずさ監査法人により四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,571,665 703,420

受取手形及び売掛金 2,211,245 2,528,229

商品及び製品 7,373,611 7,767,244

原材料及び貯蔵品 39,242 46,366

繰延税金資産 174,907 186,593

その他 283,685 242,885

貸倒引当金 － △2,345

流動資産合計 11,654,358 11,472,394

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,141,465 1,124,284

土地 671,315 671,315

リース資産（純額） 886,440 861,007

その他（純額） 438,396 515,061

有形固定資産合計 ※1
 3,137,618

※1
 3,171,669

無形固定資産

リース資産 13,758 19,655

その他 90,940 95,680

無形固定資産合計 104,699 115,335

投資その他の資産

投資有価証券 35,741 36,440

長期貸付金 － 5,680

繰延税金資産 302,136 281,656

敷金及び保証金 6,339,519 6,352,110

その他 314,832 309,431

貸倒引当金 － △5,680

投資その他の資産合計 6,992,230 6,979,640

固定資産合計 10,234,548 10,266,645

資産合計 21,888,906 21,739,040
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,192,084 3,166,302

1年内償還予定の社債 500,000 1,025,000

リース債務 331,526 322,055

未払法人税等 438,561 451,771

賞与引当金 254,911 264,223

役員賞与引当金 10,800 20,400

その他 1,141,566 1,140,482

流動負債合計 5,869,450 6,390,235

固定負債

社債 1,000,000 500,000

リース債務 665,105 640,114

退職給付引当金 377,023 346,635

役員退職慰労引当金 108,991 116,881

その他 395,560 381,675

固定負債合計 2,546,680 1,985,308

負債合計 8,416,131 8,375,544

純資産の部

株主資本

資本金 2,986,400 2,986,400

資本剰余金 4,185,722 4,185,722

利益剰余金 6,681,164 6,570,887

自己株式 △440,779 △440,779

株主資本合計 13,412,507 13,302,230

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 7,520 7,935

評価・換算差額等合計 7,520 7,935

新株予約権 52,748 53,330

純資産合計 13,472,775 13,363,496

負債純資産合計 21,888,906 21,739,040
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年９月30日)

売上高 18,085,541 18,189,443

売上原価 9,969,848 10,053,822

売上総利益 8,115,693 8,135,621

販売費及び一般管理費 ※1
 7,124,265

※1
 7,387,721

営業利益 991,428 747,899

営業外収益

受取利息 1,025 218

受取配当金 626 906

受取手数料 1,856 2,128

受取補償金 － 2,100

その他 2,778 8,781

営業外収益合計 6,286 14,134

営業外費用

支払利息 12,322 21,559

社債発行費 － 8,839

支払保証料 2,673 2,536

その他 3,819 1,783

営業外費用合計 18,815 34,719

経常利益 978,899 727,315

特別利益

貸倒引当金戻入額 8,000 －

賞与引当金戻入額 59,094 73,689

その他 12,156 15,234

特別利益合計 79,250 88,923

特別損失

固定資産売却損 ※2
 3,823 －

固定資産除却損 ※3
 15,716

※3
 7,698

店舗閉鎖損失 7,480 20,122

減損損失 27,788 38,003

その他 － 194

特別損失合計 54,807 66,019

税金等調整前四半期純利益 1,003,341 750,219

法人税、住民税及び事業税 469,311 404,220

法人税等調整額 42,792 △8,510

法人税等合計 512,103 395,709

四半期純利益 491,238 354,510
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【第２四半期連結会計期間】
(単位：千円)

前第２四半期連結会計期間
(自 平成20年７月１日
　至 平成20年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成21年７月１日
　至 平成21年９月30日)

売上高 9,307,344 9,426,323

売上原価 5,136,503 5,212,233

売上総利益 4,170,840 4,214,089

販売費及び一般管理費 ※1
 3,594,752

※1
 3,701,310

営業利益 576,088 512,779

営業外収益

受取利息 998 198

受取配当金 170 564

受取手数料 936 1,040

その他 1,604 5,736

営業外収益合計 3,708 7,539

営業外費用

支払利息 6,304 11,358

支払保証料 1,355 1,575

その他 2,927 24

営業外費用合計 10,587 12,957

経常利益 569,209 507,361

特別利益

貸倒引当金戻入額 8,000 －

その他 2,843 349

特別利益合計 10,843 349

特別損失

固定資産除却損 ※2
 10,076

※2
 2,069

店舗閉鎖損失 4,380 9,213

減損損失 20,118 28,674

特別損失合計 34,574 39,956

税金等調整前四半期純利益 545,477 467,754

法人税、住民税及び事業税 260,142 255,110

法人税等調整額 5,661 △20,712

法人税等合計 265,804 234,397

四半期純利益 279,673 233,357
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 1,003,341 750,219

減価償却費 222,157 388,991

減損損失 27,788 38,003

貸倒引当金の増減額（△は減少） △13,085 △8,026

受取利息及び受取配当金 △1,652 △1,125

支払利息 12,322 21,559

売上債権の増減額（△は増加） 512,131 316,983

たな卸資産の増減額（△は増加） △226,359 400,757

仕入債務の増減額（△は減少） △287,794 25,782

賞与引当金の増減額（△は減少） △6,528 △9,312

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △2,632 △7,890

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △10,200 △9,600

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,655 30,387

固定資産売却損益（△は益） 3,823 －

固定資産除却損 15,716 7,698

社債発行費 － 8,839

未払消費税等の増減額（△は減少） △18,676 31,141

その他 △298,642 △56,170

小計 935,365 1,928,241

利息及び配当金の受取額 1,638 1,125

利息の支払額 △12,353 △20,957

法人税等の支払額 △530,596 △416,463

営業活動によるキャッシュ・フロー 394,054 1,491,946

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出 △371,953 △216,700

有形及び無形固定資産の売却による収入 9,702 －

その他 － 100

投資活動によるキャッシュ・フロー △362,250 △216,600

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入 － 491,160

社債の償還による支出 △15,000 △525,000

自己株式の取得による支出 △103,106 －

配当金の支払額 △252,029 △243,185

リース債務の返済による支出 － △170,497

割賦未払金の増加額 113,360 126,513

割賦未払金の減少額 △69,807 △86,091

財務活動によるキャッシュ・フロー △326,583 △407,100

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △294,779 868,244

現金及び現金同等物の期首残高 1,160,338 675,720

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 865,558

※
 1,543,965
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【継続企業の前提に関する事項】

当第２四半期連結会計期間（自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日）

該当事項はありません。

　
　

【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

当第２四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日）

　該当事項はありません。

　

【簡便な会計処理】

当第２四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日)
該当事項はありません。

　

【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】

当第２四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日)

該当事項はありません。

　

【追加情報】

(不正事件に関する事項)

平成21年8月27日、当社元社員が当社の子会社の銀行預金口座を通じて、平成18年12月から平成21年8月

にかけて、総額約56百万円、不正に現金を引き出していたことが判明いたしました。さらに、その後の社内

調査の中で、新たに当社の預金口座を通じて平成15年9月より平成19年2月にかけて、総額約53百万円、不

正に現金を引き出していたことも判明し、合わせて総額約109百万円(過年度に費用処理した金額を含む)

の着服が判明しました。当社元社員は、子会社については子会社のキャッシュカードを使って不正に振込

を行ない、また、当社については、過去に利用していたファームバンキングを使って不正を行なったこと

が判明しております。

　この不正行為については、現在、鋭意調査中であり、現時点では経理上の影響についてまだ全容解明には

至っていないため、その影響を四半期連結財務諸表には反映しておりません。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　

当第２四半期連結会計期間末

(平成21年９月30日)

前連結会計年度末

(平成21年３月31日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、3,028,715千円
であります。

 

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、2,766,733千円
であります。

 

　 　

　

(四半期連結損益計算書関係)

第２四半期連結累計期間

　

前第２四半期連結累計期間

(自　平成20年４月１日

　至　平成20年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　平成21年４月１日

　至　平成21年９月30日)

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

給料手当 2,213,506千円

賞与引当金繰入額 261,517千円

役員賞与引当金繰入額 10,200千円

役員退職慰労引当金繰入額 4,080千円

退職給付費用 34,547千円

賃借料 2,479,558千円

減価償却費 219,213千円

 

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

給料手当 2,251,995千円

賞与引当金繰入額 254,911千円

役員賞与引当金繰入額 11,016千円

役員退職慰労引当金繰入額 3,740千円

退職給付費用 64,318千円

賃借料 2,428,450千円

減価償却費 386,294千円

 

※２　固定資産売却損の内訳

土地 3,247千円

建物 576千円

計 3,823千円

 

────────

　 　

 

※３　固定資産除却損の内訳

建物及び構築物 14,839千円

有形固定資産「その他」 876千円

計 15,716千円

 

※３　固定資産除却損の内訳

建物及び構築物 6,447千円

リース資産 841千円

有形固定資産「その他」 409千円

計 7,698千円

 

　 　

　

第２四半期連結会計期間

　

前第２四半期連結会計期間

(自　平成20年７月１日

　至　平成20年９月30日)

当第２四半期連結会計期間

(自　平成21年７月１日

　至　平成21年９月30日)

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

給料手当 1,126,120千円

賞与引当金繰入額 133,016千円

退職給付費用 17,273千円

役員賞与引当金繰入額 5,100千円

役員退職慰労引当金繰入額 2,090千円

賃借料 1,260,535千円

減価償却費 115,802千円

 

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

給料手当 1,114,270千円

賞与引当金繰入額 136,976千円

退職給付費用 29,974千円

役員賞与引当金繰入額 5,400千円

役員退職慰労引当金繰入額 1,870千円

賃借料 1,234,470千円

減価償却費 196,612千円

 

※２　固定資産除却損の内訳

建物及び構築物 9,434千円

有形固定資産「その他」 641千円

計 10,076千円

 

※２　固定資産除却損の内訳

建物及び構築物 1,836千円

有形固定資産「その他」 232千円

計 2,069千円
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　

前第２四半期連結累計期間

(自　平成20年４月１日

　至　平成20年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　平成21年４月１日

　至　平成21年９月30日)

※　現金及び現金同等物の当第２四半期連結累計期間末
残高と当第２四半期連結貸借対照表に掲記されてい
る科目の金額との関係(平成20年９月30日現在)

※　現金及び現金同等物の当第２四半期連結累計期間末
残高と当第２四半期連結貸借対照表に掲記されてい
る科目の金額との関係(平成21年９月30日現在)

　

現金及び預金 893,258千円

預入期間が３ヶ月を超える定
期預金

△27,700千円

現金及び現金同等物 865,558千円

　

現金及び預金 1,571,665千円

預入期間が３ヶ月を超える定
期預金

△27,700千円

現金及び現金同等物 1,543,965千円
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(株主資本等関係)

当第２四半期連結会計期間末（平成21年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　

至　平成21年９月30日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第２四半期

連結会計期間末

普通株式(株) 19,906,600

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第２四半期

連結会計期間末

普通株式(株) 1,119,456

　

３　新株予約権等に関する事項

会社名 内訳

当第２四半期

連結会計期間末残高

(千円)

提出会社
平成18年度ストック・オプ
ションとしての新株予約権

52,748

合計 52,748

　

４　配当に関する事項

(1)　配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(千円)

１株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日

平成21年6月25日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 244,232 13.00平成21年３月31日平成21年６月26日

　

(2)　基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効

力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

前第２四半期連結会計期間（自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日）及び当第２四半期連結会

計期間（自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日）並びに前第２四半期連結累計期間（自　平成20

年４月１日　至　平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成

21年９月30日）

事業の種類として「鞄・袋物販売事業」及び「不動産賃貸事業」を行なっておりますが、それぞれ

の期間における「鞄・袋物販売事業」の売上高及び営業利益は、全セグメントの売上高及び営業利益

の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略して

おります。

　

【所在地別セグメント情報】

前第２四半期連結会計期間（自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日）及び当第２四半期連結会

計期間（自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日）並びに前第２四半期連結累計期間（自　平成20

年４月１日　至　平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成

21年９月30日）

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

　

【海外売上高】

前第２四半期連結会計期間（自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日）及び当第２四半期連結会

計期間（自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日）並びに前第２四半期連結累計期間（自　平成20

年４月１日　至　平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成

21年９月30日）
該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額
　

当第２四半期連結会計期間末

(平成21年９月30日)

前連結会計年度末

(平成21年３月31日)

　

１株当たり純資産額 714円32銭

　

　

１株当たり純資産額 708円47銭

　

　 　

(注)　１株当たり純資産額の算定上の基礎

　
当第２四半期連結会計期間末

(平成21年９月30日)

前連結会計年度末

(平成21年３月31日)

純資産の部の合計額（千円） 13,472,775 13,363,496

普通株式に係る純資産額（千円） 13,420,027 13,310,165

差額の主要な内訳 　 　

新株予約権（千円） 52,748 53,330

普通株式の発行済株式数（株） 19,906,600 19,906,600

普通株式の自己株式数（株） 1,119,456 1,119,456

１株当たり純資産の算定に用いられた普通株式の
数（株）

18,787,144 18,787,144

　

２  １株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額

第２四半期連結累計期間
　

前第２四半期連結累計期間

(自　平成20年４月１日

　至　平成20年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　平成21年４月１日

　至　平成21年９月30日)

 

１株当たり四半期純利益 25円38銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に
ついては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しな
いため記載しておりません。

 

１株当たり四半期純利益 18円87銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に
ついては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しな
いため記載しておりません。

　 　

(注)　１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎

　

前第２四半期連結累計期間

(自　平成20年４月１日

　至　平成20年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　平成21年４月１日

　至　平成21年９月30日)

１株当たり四半期純利益 　 　

　四半期純利益（千円） 491,238 354,510

　普通株主に帰属しない金額（千円） － －

　普通株式に係る四半期純利益（千円） 491,238 354,510

　普通株式の期中平均株式数（株） 19,353,621 18,787,144

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 　 　

　四半期純利益調整額（千円） － －

　普通株式増加数（株） － －

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり四半期純利益金額の算定に含まれなかった

潜在株式について前連結会計年度末から重要な変

動がある場合の概要

－ －

　

EDINET提出書類

株式会社東京デリカ(E03225)

四半期報告書

24/34



第２四半期連結会計期間

　

前第２四半期連結会計期間

(自　平成20年７月１日

　至　平成20年９月30日)

当第２四半期連結会計期間

(自　平成21年７月１日

　至　平成21年９月30日)

 

１株当たり四半期純利益 14円50銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に
ついては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しな
いため記載しておりません。

 

１株当たり四半期純利益 12円42銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に
ついては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しな
いため記載しておりません。

　 　

(注)　１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎

　

前第２四半期連結会計期間

(自　平成20年７月１日

　至　平成20年９月30日)

当第２四半期連結会計期間

(自　平成21年７月１日

　至　平成21年９月30日)

１株当たり四半期純利益 　 　

　四半期純利益（千円） 279,673 233,357

　普通株主に帰属しない金額（千円） － －

　普通株式に係る四半期純利益（千円） 279,673 233,357

　普通株式の期中平均株式数（株） 19,282,576 18,787,144

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 　 　

　四半期純利益調整額（千円） － －

　普通株式増加数（株） － －

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり四半期純利益金額の算定に含まれなかった

潜在株式について前連結会計年度末から重要な変

動がある場合の概要

― ―
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(重要な後発事象)

　

当第２四半期連結会計期間
(自　平成21年７月１日
　至　平成21年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成20年４月１日
　至　平成21年３月31日)

──────── 新株予約権の発行について

　当社は、平成21年6月25日開催の定時株主総会において、

会社法第236条、第238条及び239条の規定に基づき、以下

の要領により、当社及び当社子会社の従業員に対して、ス

トックオプションとして新株予約権を発行することを決

議しました。

 

１　特に有利な条件をもって新株予約権を引き受ける者

の募集をすることを必要とする理由

当社の取締役および従業員の業績向上に対する意欲や

士気を高めることを目的として、金銭の払込みを要する

ことなく無償で新株予約権を発行する。

２　新株予約権発行の要領

(1)新株予約権の割当を受ける者

当社の取締役および従業員

(2)新株予約権の目的である株式の種類および数

当社普通株式700,000株を上限とする。

このうち、取締役に対して普通株式50,000株を本

議案承認の日から１年以内の日に発行する新株予

約権を行使することにより交付を受けることがで

きる株式数の上限とする。

なお、当社が株式分割（株式の無償割当を含む。以

下、同じ）または株式併合を行なう場合、次の算式に

より目的たる株式の数を調整するものとする。ただ

し、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利

行使されていない新株予約権の目的たる株式の数に

ついてのみ行なわれ、調整の結果1株未満の端数が生

じた場合は、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

また、上記のほか、割当日後、株式数の調整を必要と

するやむを得ない事由が生じたときは合理的な範囲

で当社は必要と認める株式数の調整を行なう。

(3)新株予約権の総数

700個を上限とする。（新株予約権１個当たりの目

的となる株式数は1,000株とする。ただし、上記

(２)に定める株式数の調整を行なった場合は、同

様の調整を行う。）このうち、取締役に付与する新

株予約権は50個を本議案承認の日から１年以内の

日に発行する新株予約権の上限とする。

(4)新株予約権の払込金額

新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないも

のとする。

(5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

は、次により決定される１株当たりの払込金額

（以下、「行使価額」という。）に新株予約権１個

当たりの目的となる株式の数を乗じた金額とす

る。
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当第２四半期連結会計期間
(自　平成21年７月１日
　至　平成21年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成20年４月１日
　至　平成21年３月31日)

──────── 行使価額は、新株予約権を割り当てる日（以下、

「割当日」という。）の属する月の前月の各日

（取引が成立しない日を除く。）の東京証券取引

所における当社普通株式の普通取引の終値の平均

値に1.05を乗じた金額とし、１円未満の端数は切

り上げるものとする。ただし、当該金額が新株予約

権割当日の終値（割当日の終値がない場合は、そ

れに先立つ直近日の終値）を下回る場合は、当該

終値とする。

なお、割当日後に下記の各事由が生じたときは、下

記の各算式により調整された行使価額に新株予約

権1個当たりの目的である株式の数を乗じた額と

する。なお、調整後の行使価額は、１円未満の端数

を切り上げる。

記

①当社が株式分割または株式併合を行なう場合

調整後行使価
額

＝
調整前行使
価額

×
１

分割・併合の比率

②当社が時価を下回る価額で募集株式を発行（株

式の無償割当てによる株式の発行および自己株

式を交付する場合を含み、新株予約権（新株予約

権付社債も含む）の行使による場合および当社

の普通株式に転換できる証券の転換による場合

を除く）する場合

　 　 　 　 既発行
株式数

＋

新規発行
株式数

×
１株当た
り払込金
額

調整後
行使価
額

＝
調整前行
使価額

×
新規発行前の株価

既発行株式数＋新規発行株式数

ただし、算式中の既発行株式数は、上記の株式の発

行の効力発生日の前日における当社の発行済株式

総数から、当該時点における当社の保有する自己

株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行

なう場合、「新規発行株式数」を「処分する自己

株式の数」に、「新規発行前の株価」を「処分前

の株価」にそれぞれ読み替えるものとする。

(6)新株予約権の権利行使期間

新株予約権の割当にかかる取締役会決議の日後2

年を経過した日から3年以内とする。

(7)新株予約権の行使により株式を発行する場合にお

いて増加する資本金および資本準備金に関する事

項

①新株予約権の行使により株式を発行する場合に

おいて増加する資本金の額は、会社計算規則第17

条第1項に従い計算される資本金等増加限度額の

2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が

生じたときは、その端数を切り上げるものとす

る。

②新株予約権の行使により株式を発行する場合に

おいて増加する資本準備金の額は、上記①記載の

資本金等増加限度額から上記①に定める増加す

る資本金の額を減じた額とする。
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当第２四半期連結会計期間
(自　平成21年７月１日
　至　平成21年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成20年４月１日
　至　平成21年３月31日)

──────── (8)新株予約権の行使の条件

①新株予約権の割当てを受けた者（以下、「新株予

約権者」という。）は、権利行使時においても、当

社または当社子会社の取締役、監査役および従業

員の地位にあることを要するものとする。ただ

し、任期満了による退任、定年による退職、会社都

合による退職、業務上の疾病に起因する退職およ

び転籍その他正当な事由の存する場合は権利行

使をなしうるものとする。

②新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相

続を認めないものとする。

③その他の条件については、本株主総会決議および

新株予約権発行にかかる取締役会決議に基づき、

別途当社と新株予約権者との間で締結する「新

株予約権割当契約」に定めるところによる。

(9)新株予約権の取得に関する事項

①当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子

会社となる株式交換契約書、または当社が分割会

社となる会社分割についての分割計画書・分割

契約書について株主総会の承認（株主総会の承

認を要しない会社分割の場合は取締役会決議）

がなされたとき、ならびに株式移転の議案につき

株主総会の決議がなされたときは、当社は新株予

約権の全部を無償にて取得することができる。

②新株予約権者が、(8)①に定める規定に基づく新

株予約権の行使の条件を満たさず、新株予約権を

行使できなくなった場合もしくは新株予約権者

が死亡した場合は、当社はその新株予約権を無償

にて取得することができる。

③その他の取得事由および取得条件については、本

株主総会決議および新株予約権発行にかかる取

締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者と

の間で締結する「新株予約権割当契約」に定め

るところによる。

(10)新株予約権の譲渡制限

譲渡による新株予約権の取得については、当社取

締役会の承認を要するものとする。

(11)組織再編行為時における新株予約権の取扱い

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に

限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式

移転（以上を総称して以下、「組織再編行為」と

いう。）をする場合において、組織再編行為の効力

発生の時点において残存する新株予約権（以下、

「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に

対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項

8号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編

対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件

に基づきそれぞれ交付することとする。この場合

において、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社

は新株予約権を新たに発行するものとする。ただ

し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約

権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、

吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または

株式移転計画において定めた場合に限るものとす

る。
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当第２四半期連結会計期間
(自　平成21年７月１日
　至　平成21年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成20年４月１日
　至　平成21年３月31日)

──────── ①交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株

予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の

種類

再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の

数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記(２)に

準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価

額

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記(５)で

定められる１株当たり行使価額を調整して得ら

れる再編後行使価額に上記③に従って決定され

る当該新株予約権の目的である再編対象会社の

株式の数を乗じた額とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

前記(6)に定める新株予約権を行使することがで

きる期間の初日と組織再編行為の効力発生日の

うち、いずれか遅い日から前記(6)に定める新株

予約権を行使することができる期間の末日まで

とする。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合に

おける増加する資本金および資本準備金に関す

る事項

前記(7)に準じて決定する。

⑦新株予約権の譲渡制限

譲渡による取得については、再編対象会社の承認

を要するものとする。

⑧新株予約権の取得に関する事項

前記(9)に準じて決定する。

⑨その他の条件については、再編対象会社の条件に

準じて決定する。

(12)行使時に交付すべき株式数の１株に満たない端数

の処理

新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たな

い端数がある場合には、当該端数を切り捨てるも

のとする。

(13)新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項

当社は、新株予約権にかかる新株予約権証券を発

行しないものとする。

(14)新株予約権のその他の内容

新株予約権のその他の内容については、新株予約

権の募集事項を決定する取締役会において定め

る。
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当第２四半期連結会計期間
(自　平成21年７月１日
　至　平成21年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成20年４月１日
　至　平成21年３月31日)

──────── ３　取締役に対して割り当てる新株予約権に関する取締

役報酬等に関する事項

当社の取締役の報酬額は、平成20年6月26日開催の

当社第35期定時株主総会において、年額150百万円

以内（取締役の報酬には使用人兼務取締役の使用

人分としての給与は含まない。）と決議されたが、

上記の取締役の報酬額とは別枠として、取締役に

対する上記ストックオプションとしての新株予約

権に関する報酬等の額として、平成21年6月25日開

催の定時株主総会の日から1年の年額5百万円以内

として設ける。
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２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成20年11月12日

株式会社　東　京　デ　リ　カ

取締役会  御中

　

あずさ監査法人

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    堀 之 北　重 久    印

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    斎　藤　 　　昇    印

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社東京デリカの平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間

（平成20年７月１日から平成20年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成

20年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及

び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成

責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明すること

にある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社東京デリカ及び連結子会社の平成20

年９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の

経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる

事項がすべての重要な点において認められなかった。

追記情報

　重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成20年10月21日開催の取締役会において、自己株式を取

得することを決議した。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以  上

　
 
(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成21年11月12日

株式会社　東　京　デ　リ　カ

取締役会  御中

　

あずさ監査法人

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士   堀 之 北　重 久    印

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士   斎 藤　　　　昇　  印

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社東京デリカの平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間

（平成21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成

21年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及

び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成

責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明すること

にある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社東京デリカ及び連結子会社の平成21

年９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の

経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる

事項がすべての重要な点において認められなかった。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以  上

　
 
(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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